
行政指導を行う場合の方針・基準 

行政指導の名称 公職選挙法に違反するおそれがある行為の是正指導 

行政指導の根拠となる

法律・条例・要綱等名
公職選挙法 

条 項 
第 142 条、143 条、143 条の２、146 条、201 条の５か

ら 201 条の 15 までなど 

所 管 課 選挙管理委員会事務局 選挙課 （電話：048-829-1773）
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(未設定の

場合は、そ

の理由) 

 公職選挙法の規定に違反するおそれがあると認められる行

為を覚知した場合は、直ちに文書又は口頭により、その是正

に向けた行政指導を行う。 

備  考 


